
○農業者の代表として、農業委員会の役割・機能の発揮に配慮して地域農業の実態把握と農地有効利
用対策などの農業改革の推進に取り組む組織を整備する。

○各関係機関・団体と連携して実態把握に努める。

○今後　将来の地域農業に関して学校給食等への地場産農産物の活用等の地産地消への取り組み及び
食農教育の取り組みを推進する。

○夫婦間、親子間それぞれの立場を尊重しつつ、後継者の育成対策の推進

○農業の活性化と農業の効率的利用を推進するため地域農業の担い手となり得る農業生産法人を含め
た経営体の設立、育成に向け積極的支援を行う。
○農業者年金について、任意加入制になり、将来受給する年金原資は、自身が積立てる方式となった
新農業者年金制度の普及と加入促進を図り、農業従事する広範囲の者の将来設計に資すると共に的
確な経営の移譲等安定した経営体の育成のため、積極的な支援を行う。

○農地パトロールを実施し遊休農地、耕作放棄地等不適切な農地利用の実態把握を行い農地の有効利
用の推進に努める。

○農地転用許可農地の調査・無断転用監視パトロールの実施

○相続税・贈与税の納税猶予適用者等の指導事務の実施

　本町の農業の取り巻く現状は、農産物価格の低迷や担い手・後継者の減少、経営者の高齢化等が進み、都市
化の進展によって、混住化や集落機能の低下・農地の減少が進んでいる中、生産コストの高い稲作経営が、中
心に行われています。このような状況の中、経営の近代化、安定化を推進するため、ブドウ、いちご等の施設
栽培がおこなわれていますが、生産規模の零細で、農業従事者の高齢化や担い手不足が深刻化しています。
　今後、おいしいモノづくりなど地域の特色ある農産物づくりや大都市近郊の立地条件を生かした消費者との
交流による都市交流型農業など多様な農業を展開する必要があります。

　本町は、奈良盆地の西部に位置し、馬見丘陵の西端を流れる葛下川の東岸に沿い、北に、王寺町、東に、河合町、
南に広陵町　西に葛下川をはさんで香芝市に接しています。総面積は、６.１４㎢で、東西２.１㎞・南北３.６㎞と
ほぼ長方形を成しています。大阪近郊に立地している関係で、大阪のベッドタウンとして宅地開発が進み急激
な人口の流入を経験してきました。農業振興地域の総面積７２haで内農用地の面積は、４０haとなっています。（平
成１９年度）

　都市化の進展によって、農地等は減少していますが、かけがえのない農地と担い手を守り、力強い２１世紀の
あるべき本町農業を築くための架け橋となるように、農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づく市
町村に置かれる行政委員会であり、農地法などの法令に定められた事務を行うほか、農業・農民の利益代表機
関としての役割も位置づけられています。地域農業者の代表機関として行政や関係団体と連携しつつ、農業の
経営と生活の安定向上を目指し農地行政に関する多種多様な業務や農業経営の合理化に資する業務などの地域
農業振興を図るため農業委員一人一人が、担当地区内において重点的かつ積極的に啓蒙・相談・情報収集活動
等を行い優良農地の確保並びに農地パトロール月間を設定し食料自給率の向上を目指し、遊休農地、耕作放棄
地の不適切な農地利用の実態把握を行い農地の保全及び有効利用の推進を図り次世代に継承しています。
　認定農業者等の担い手を育成・確保し、地域農業の構造改革を推進して経営基盤の強化を図っています。
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